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○古河市運動公園条例施行規則

平成17年９月12日

規則第155号

（趣旨）

第１条 この規則は、古河市運動公園条例（平成17年条例第129号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（開園日）

第２条 古河市運動公園（以下「運動公園」という。）の開園日は、年間を

通し毎日とする。ただし、スポーツ施設については、１月５日から12月27

日まで（古河市小堤スポーツ広場にあっては、１月４日から12月28日まで）

とする。

（開園時間）

第３条 運動公園の開園時間は、24時間とする。ただし、スポーツ施設の利

用については、日の出から日没までとする。

（開園日等の変更）

第４条 前２条の規定にかかわらず、市長は、運動公園の管理上必要がある

と認めるときは、開園日又は開園時間を臨時に変更することができる。

（許可申請）

第５条 条例第11条の規定による読替え後の条例第４条第１項の規定により

スポーツ施設の利用の許可を受けようとする者（次条において「申請者」

という。）は、スポーツ施設利用許可申請書（別記様式）により利用しよ

うとする日の属する月の２月前の月の初日から利用しようとする日までに

指定管理者に申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、

この限りでない。

（許可書の交付）

第６条 指定管理者は、前条の規定による申請を受け、これを許可するとき

は、申請者にスポーツ施設利用許可書（別記様式）を交付するものとする。

（利用権の転貸又は譲渡の禁止）
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第７条 前条の規定により利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、利用の権利を他に転貸又は譲渡することができない。

（原状の回復）

第８条 利用者は、スポーツ施設（他の用途に利用した場合を含む。）の利

用を終了したときは、清掃し、設備を原状に回復しなければならない。

（市長による管理）

第９条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定により

指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しく

は一部の停止を命じた場合等で、市長がスポーツ施設の管理（利用の許可

に関する業務に限る。）を行うときにおいては、第５条及び第６条中「指

定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

（補則）

第１０条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成17年９月12日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の三和町運動公園の設置及び

管理運営に関する条例施行規則（平成２年三和町規則第６号）の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされ

たものとみなす。

附 則（平成27年規則第７号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の古河市運動

公園条例施行規則（以下「改正前規則」という。）の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の古河市運動公園条例

施行規則の規定によりなされたものとみなす。
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３ この規則の施行の際、改正前規則に規定する各様式の用紙で、現に残存

するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することが

できるものとする。

附 則（令和３年規則第23号）

この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年４月１

日から施行する。

附 則（令和５年規則第41号）抄

（施行期日）

１ この規則は、令和５年11月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

(１) 略

(２) 第１条中古河市三和農村環境改善センターの設置及び管理等に関す

る条例施行規則第２条第１項の改正規定（「５日前まで」を「属する月

の２月前の月の初日から利用開始日まで」に改める部分に限る。）、第

８条中リバーフィールド古河施設管理規則第２条第１項の改正規定（「１

月前から５日前まで」を「属する月の２月前の月の初日から利用開始日

まで」に改める部分に限る。）、第９条中古河市運動公園条例施行規則

第５条の改正規定（「７日前まで」を「属する月の２月前の月の初日か

ら利用しようとする日まで」に改める部分に限る。）、第11条の規定及

び第13条中古河市中央運動公園管理規則第５条第１項の改正規定（「５

日前」を「利用開始日」に改める部分に限る。） 令和６年２月１日
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